
「特定信書便事業許可状交付式」を開催

令和７年６月２５日、有限会社大豊陸送に対して、特定信書便事業許可状等
を交付しました。

【今回許認可を受けた事業者の概要】

事業者名：有限会社大豊陸送

住所：愛媛県松山市山西町９６２番地

役務の種類：1号役務

提供区域：愛媛県松山市

特定信書便事業とは？
次のいずれかに該当する信書便の役務のみを他人の需要に応ずるため
に提供する事業です。
【１号役務】
長さ、幅及び厚さの合計が７３ｃｍを超え、又は重量が４ｋｇを超える信書
便物を送達する役務

【２号役務】
信書便物が差し出された時から、３時間以内に当該信書便物を送達する役務

【３号役務】
その料金の額が８００円を超える信書便物を送達する役務 柴田総務部長 柴田代表取締役

有限会社大豊陸送
中澤局長

このたびの許認可は、同者から提出された特定信書便事業許可申請と信書便管理規程認可申請に
ついて、令和７年６月２３日に開催された情報通信行政・郵政行政審議会から許可及び認可を適当
とする旨の答申を受けてのものです。
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